
下水道用マンホール蓋等処分業者取扱要領 

 

1.  目 的 

この要領は、下水道用マンホール蓋等処分業者登録要綱に基づき登録した業者(以下「登録者」とい

う。)が、本市下水道事業において不用となった下水道マンホール蓋及び集水ます鉄蓋（以下「廃棄鉄

蓋等」という。）を効率的かつ適正に処分するために必要な取扱事項を定めることを目的とする。 

 

2.  受入施設 

（1）受入施設は、大阪市内に所有している又は確保することができることとし、廃棄鉄蓋等を保管でき

る充分な場所を有していること。 

（2）受入施設が提携会社による場合は、直営施設を含め市内 4 箇所までとし、かつ同一区内に重複し

ないこと。 

（3）登録者及び受入施設の重複登録を行わないこと。 

（4）受入施設は、搬入依頼に対して常時受入できる体制が整っていること。 

 

3.  受入方法 

（1）廃棄鉄蓋等の搬入依頼を受けた登録者は、依頼者から「現場発生品調書②・③」を必ず受領し受入

れること。 

（2）「現場発生品調書②・③」は、日付・品名・品質・形状・寸法・単位・数量・監督名の記載がされ

ているものでなければならない。 

（3）廃棄鉄蓋等の受入に際して、品目及び数量の確認を必ず行うこと。 

（4）廃棄鉄蓋等の受入完了後、登録者は、「現場発生品調書③」に受領印を押し、依頼者に返却するこ

と。 

（5）登録者は、「現場発生品調書②」を、毎月末に集約し、本市に提出すること。 

 

4.  廃棄鉄蓋の管理及び処分方法 

（1）登録者は、廃棄鉄蓋等を、申請時に届出ている受入施設において、盗難等の無いよう厳重に管理す

ること。 

（2）登録者は、廃棄鉄蓋等を申請時に届出ている最終処分方法により、再利用などの無いように、適正

に処分を行うこと。 

 

5.  報告事項 

（1）登録者は、受入れた廃棄鉄蓋等の確定数量及び最終処分方法について、「下水道用マンホール蓋最

終処分報告書」（第 1号様式）により、年 2回（9月末・3月末）必ず報告しなければならない。 

（2）「下水道用マンホール蓋最終処分報告書」には、最終処分先への搬入確認のできる書類を添付する

こと。  

 

6.  その他 

廃棄鉄蓋等の受入、輸送、処分に関して生じた問題は、登録者の責任において解決するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成 20年 10月 1日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 



様式　１２

所管

監督名

工事名称：

単位 数　　量

備考

②　所管→登録業者→調達担当

　　　年　　　月　　　日

摘　　　　要

物品出納員様

　　工事の施工にあたり、現場において次のとおり発生品及び撤去品等があった
ので、報告します。

記

現場発生品調書

品　　　名 品質・形状・寸法



様式　１２

所管

監督名

工事名称：

単位 数　　量

備考

③　所管→請負業者→登録業者→請負業者→所管

物品出納員様

　　工事の施工にあたり、現場において次のとおり発生品及び撤去品等があった
ので、報告します。

記

現場発生品調書

品　　　名 品質・形状・寸法

　　年　　　月　　　日

受領日

受領印

　　　年　　　月　　　日

摘　　　　要



第1号様式

会社名

次のとおり最終処分について報告します。

受入月 受入枚数 最終処分先 備考

 　　月

 　　月

 　　月

 　　月

 　　月

 　　月

合  計

下水道用マンホール蓋最終処分報告書
（　　　年　　　月～　　年　　月分）

※　最終処分先の受入確認書類を添付してください。


